
これから、40分程でございますが、今後のICカー

ド（スマートカード）の展開を含めまして、私自身

の考えをお話し申し上げたいと思っております。事

務局側から要望されました講演タイトルは、「スマー

トカードが先導する、e－Japanの行方と展望」との

ことです。

e－Japanが何処へ行くのかというのは、我々みん

なの関心事と思います。ここに集まっている多くの

方々は、スマートカードの普及により、きっと我々

の暮らしが変わるのだろう、あるいは自分達の関係

する情報技術なり情報システムが変わっていくのだ

ろうというところに、期待を寄せているのではない

かと思います。

画面の右上に、NICSS（ニックス）のロゴがあり

ます。将来は、このロゴが入ったインターネット接

続の各種電子機器を、世界中の製品に貼ってもらい

たいと実は密かに思っているものでございます。

最初に、e－Japanをはじめとして、社会の情報化

に関して、もう一度確認しておくことがございます。

ここにもありますように、ITの導入というのは、単

なる手段です。ITという新しい強力な武器を、ある

いは便利な道具をいかに上手く使うかにかかってい

ます。従って、使えない方にはお使いいただけるよ

うに何等かの支援をしなくてはいけませんし、使い

たくない方も、ITの利便性を知ればお使いいただけ

るようになるのではないかと思うわけです。

社会の情報化の目的は、我が国の繁栄の維持・発

展であります。今のまま、日本経済が停滞しますと、

多少定年が延びたとしても、きっと我々の子供達の

時代には、年金等社会保障のレベルが下がってしま

うということもありえるのではないかと思います。

従って我が国にとっては、社会全体のIT化の推進が

必要であって、決して個別分野のIT化の議論をして

いるのではないということであります。

今、情報インフラを構築することは、そのための

ブロードバンドであり、そのためのスマートカード

ということをまず、同じ思いに立っていただきたい

と思うわけです。e－Japan重点計画は御存知の通り、

「民間主導政府による環境整備」と書かれております。

今のIT基本法は、後一年半程で改正を検討するとい

うことになっていますので、間もなく起草委員会が

再開されると伺っております。

一方で、産業構造の変革に伴い、知的財産という

ものに対しても、大きくクローズアップされ、政府

においては「知的財産戦略会議」というのが既に設

置されています。更に「知的財産基本法」という法

案を秋の臨時国会に提出し、来年早々には「知的財

産戦略本部」を立ち上げるという主旨のことが言わ

れております。

こういう大きな変化があるわけでありますが、民

間主導政府による環境整備と言った流れから、経済

不況の深刻化や、補正予算の必要性の論議とともに、
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公的分野への投資への期待から、ある意味で電子政

府・電子自治体が大きくクローズアップされてきて

います。

本来の目的からしてみれば、当然のことながらこ

の電子政府・電子自治体は、社会全体のIT化、即ち

民の情報化の促進支援に繋がるように、上手くもっ

ていかなければ、官側だけが小さな政府になっても、

国全体の経済力・活力は落ちてしまうだろうと思う

わけです。幸いにして、e－Japan戦略の中には、IC

カード（スマートカード）は電子政府サービスを受

ける標準インターフェースであると位置づけられて

います。自由と安全を保証する安全側のキーデバイ

ス、これがスマートカードであるということになる

と思います。

今日は、そのスマートカードが普及して、その後

更にどうなっていくのかということについて、今政

府等で議論されている内容についてご紹介したいと

思います。

スマートカードの中に入っている重要なデバイス

は、実はカード形のものではなくてICチップでござ

います。この半導体をセキュアチップと呼んでおり

ますが、このチップの機能による安全性によって、

インターネット社会における安全と自由が保証され

てくるわけです。たまたま財布の中に入れるのにカ

ードの形が便利なものであることや、更には国民全

員にセキュアチップを内蔵した携帯電話を配るとい

うわけにもいきませんので、スマートカードが位置

づけられたということです。

住民基本台帳カード（住基カードと略称）につい

ては、まだまだ状況が正確に知られてない面がござ

います。住基カードは、社会のキーデバイスとして、

あるいはきっかけとなり、それが省庁・自治体の壁

を越えた行政連携カードとなって、より多目的に使

えるように、世の中のインフラを整えようというの

が今の考え方です。このような動きを実現するため

に、ニックスで作りましたフレームワークというも

のが採用されております。IT装備でも、この方式に

のっとった各種システムが作られたということであ

ります。更に、電子空間における本人確認のために、

従来の記名捺印にあたる公的個人認証サービス

（PKI）の普及が計画されています。

ニックスのフレームワークで作られた、公的な、

あるいは行政連携のスマートカードは、他の目的で

も使えるように、その機能および安全性が確保され

ております。従って、電気や水道、道路と同じよう

に、それらが整備されることによって、新しい町が

でき、人が集い、ビジネスが起きるという、そのた

めのインフラの一つになっていくだろうと期待され

るものであります。こういう公的分野のものを進め

るためには、当然のことながら、国際標準にも十分

配慮する必要があります。簡単に言ってしまうと日

本発のデファクトあるいはモジュールの標準を推進

するためにもEUとの連携や、それからグローバルプラ

ットフォーム（GP）と呼ばれるVISA・Master Card等の

クレジットカード会社等との技術提携が重要になってき

ます。

現在では、既にこの状況が整いつつあります。EUの

SCC（スマートカードチャーター）との交流は、来年度以

降、公的分野でのカード利用に主眼が移ってきており、

我 日々本と協力を進めることになっております。ニック

スのフレームワークというのは、我が国が生んだ考え

方であり、我が国の技術になっており、あまり知られて

いませんがこの技術はEUとの協力、GPとのMOU締結

等を見てもおわかりのように、我が国の技術が世界を

リードできるチャンスをもっているものです。もっと簡

単に言えば、世界の中で日本にしかまだ製品がないと

いうことも言えます。これをいかに使って更なる飛躍、

発展を遂げるかというのが、そして我々の生活が将来

どんなに便利になるかというものを作り上げようする

わけです。

先程も言いましたように、政府に知的財産戦略会議

が設置されております。知財と言いますと、大抵、大き

く二つ考えられます。一つは特許、もう一つは著作物

です。もちろんブランドや衣装のようなものもございま

す。知財そのものの性質を考えてみますと、知的財産

というのはまず人の知恵によって創出されるということ

です。従って我々が努力をしなければならないと同時

に、制度的に権利化するための保護をする必要がある

ということです。権利として成り立たなければ、富みに

はならないということです。

そして3つ目が重要なのでありますが、即ち①創出、

②権利化、その次です。それは、③流通です。知財

は流通しなければ、使われない知恵になってしまい

ます。ここをいかに促進するかというのを知的財産

戦略会議で議論がなされているところです。

ご案内の通り、著作物については、著作権者の方

たちが、インターネット上に流すのを躊躇している

ものがたくさんあります。これをどうやって解決す

るか、それも自由と安全の中でどう構築するかが、

大事なポイントと思うわけです。インターネットを

含めてネットワークが社会全体に広がっていくとき、

利用者からみると先程から言うように、インターネ

ットは自由に何にでも使えるからこそ、大きな価値

を持っています。

ところが、一つ何かあれば、あるいは自分にとっ

て大切な情報であれば、安全性についても配慮せざ

るを得ないということになります。システム全体を

静的にどちらかの状態、すなわち自由で十分な安全

性を確保する必要のない状態、あるいは安全ではあ

るが自由な使い方を阻害されてしまう状態が考えら

れます。ユーザーそれぞれの立場からみれば、コミ

ュニケーションを取る相手との自由な合意のもとで、
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安全性については必要なものを自分達で確保すると

いう形になるのだろうと思います。

その意味では安全性のレベルは、例えばインター

ネットも今後はスタティックになるのではなくダイ

ナミックに変化できるものが必要であろうと思うわ

けです。安全性のレベルは、コミュニケーションの

都度決めても構わないのではないかと思います。そ

の点、今のIPV6のような技術はどちらかというと、

スタティックな状況になっております。こういうも

のも、更なる情報技術の発展として考えたらどうだ

ろうか。ということは、ダイナミックコントロール

が必要になります。即ちリモートでお互いのコミュ

ニケーションをはった上で、セキュリティーレベル

を確保するということです。これを安全かつ確実に

行うために、新たなビジネスモデルができる可能性

を考え、もしできれば当然権利化するということが

今の流れかと思うわけです。

漠とした話が多すぎると、わかりづらくなります

ので少し、具体的な話に入ります。機器及びコンテ

ンツの認証、そしてそれらをインターネットから認

証する新しい認証ビジネスを作り上げていきたいと

思うわけです。

具体的な戦略と目標という形で申し上げますと、

つい先日、内閣府に作られた経済再生諮問会議から

の要望で、情報家電、ブロードバンド、ITと呼ばれ

るタスクフォースが設置されました。その時に、私

が使った資料の中で、現実のソリューションとして

のスマートカードを用いた戦略があります。スマー

トカード戦略は、日本の国力あるいは富を益すため

のものです。現在世界最高レベルになりつつあるス

マートカードシステム産業を、なんとか確固たる産

業にしたい。そして2005年までに国際市場の50％の

シェアーを取っていきたい。今の日本のスマートカ

ードを輸出産業としてみると、残念ながら少ないも

のであります。ここをなんとかしたいと考えていま

す。更には日本発の国際標準を獲得し、スマートカ

ードのマルチアプリケーション機能というものを世

界中に根付かせたいというのが、考え方でございま

す。幸いにして、内閣府のタスクフォース担当の方

たちからは、積極的な反応を頂いております。現在

は素案でありますので、皆様方の御意見も含めて議

論をさせていただければと思っています。スマート

カードが広がりますと、認証、カードの場合には発

行登録システム等様々なものが実用化されてきます。

次はカードの形状にこだわるのではなく、機能と

安全性にこだわったセキュアチップの戦略を進めた

いと思います。インターネットに接続される全ての

電子機器にチップを埋め込むという考えです。

そして新たな認証ビジネスを作ることで、IT社会

は世界に広がると思います。ここに「e－ethics（情

報倫理）：自由と安全」と書いてあります。情報倫

理、自由と安全を目標とした考え方、倫理観及び技

術、制度及び技術という様々な組み合わせがあると

思いますが、これらを日本から作り上げていく必要

があるのではないかと思うわけです。

住民基本台帳カード（住基カード）について説明を致

したいと思います。私自身、住基カードの基本的な機

能設計に関与しました。マルチアプリケーションが搭

載可能な住基カードは、ここにありますようにCPU付き

のものであるということです。単なるメモリーカードで

はございません。従って、誤解を避けるためにこれか

らはスマートカードと呼びたいと思っております。スマ

ートカードの上に、住民基本台帳アプリケーション（住

基アプリ）と呼ばれる機能を搭載すると、これが住基カ

ードと言うわけです。

住基アプリを搭載したスマートカードには、一般

ユーザーから見た時のものとしては、既に配布され

ております11ケタのコードのみが書き込まれます。

この11ケタのコードを守るために、3つの鍵と錠のペ

アが入ります。その一つは、住民の方が直接キーイ

ンするパスワードです。安全性の面からはアルファ

ベット・特殊記号を入れて8文字以上にしようと言わ

れていますが、長くなれば記憶するのは無理ですね。

4桁か、あるいは8桁でも語呂合わせで覚えることが

可能かとも思いますが、パスワードは本人が覚えら

れる範囲で入れていただくということになります。

パスワードというとカード全体のパスワードだと

思っている方がいますが、この場合は住基アプリ用

のパスワードになります。他のアプリケーションに

つきましても同じように異なるパスワードを設定す

ることが可能ですし、鍵も別に設定することができ

ます。

住民基本台帳は、ご案内の通り、自治体の窓口に

行きますと、窓口側の端末とカードの間で情報のや

り取りがなされます。この時に端末側には認証の

鍵・認証用の錠というセットを持っています。カー

ド側には、認証用の錠Aで鍵Aがこちらを開け、カー

ドの中の認証鍵Bが認証用の錠Bを開けます。これ本

当は正確ではなくて、共通鍵のように見えますが、

具体的には電子署名と同じ非対称鍵暗号方式、それ

も通常使われている署名のレベルのものが2組使われ

ています。従って、スマートカードの種類によって

は処理に少し時間がかかるかなということが起きる

かもしれません。でも家のドアに3つ鍵をかければ、

開閉に時間がかかりますよね。この場合にはそんな

仕掛けになっています。こういった各種の鍵がアプ

リケーションの目的に応じて格納されます。各種ア

プリケーションとしては、条例事項でありますが、

IT装備研究事業で検討されました延100以上のアプリ

ケーション利用が可能になる方向で現在検討されて

います。年内には、地方条例をこういう風に作って

くださいという雛型を総務省自ら発行することにな



っています。繰り返しですが、アプリケーション毎

に鍵が違うということを知っておいて頂きたいと思

います。これだけの機能を持ったカードはそんなに

いくつもありません。

更に電子署名本人の署名もオンライン申請申告に

必要です。そのため、現在公的個人認証サービスと

言われるものが、新しい法律として、国会に提出さ

れています。平成14年秋の国会で成立すれば、我々

住民全員が希望すると、自治体から電子署名のサー

ビスを受けることが可能になります。予定では平成

15年からでございます。この署名の秘密鍵及び公開

鍵証明書こういったものが、この他のアプリのとこ

ろに入ってまいります。既に住民基本台帳と電子署

名だけで、マルチアプリケーションになっています。

当然パスワードも、違うものが入れられるようにな

っております。

この公的個人認証サービスは個人としての自然人

としての人の存在、氏名、住所等を証明するもので

す。それをベースにその人が持っている、法定資格

ライセンスの認証も、このサービス上に載る予定で

す。例えば、法定資格については医師・薬剤師の方、

行政書士、税理士の方、まだ他にいっぱいあります

が、いわゆる士業の方、法定免許を持っていないと

やってはいけない業がいっぱいございます。消防等

においても、有資格者の人が直接報告しなければな

らないものがございます。

こういったものについての資格認証の「しかけ」

として、この二つが組み合わされます。すなわち、

住民の方が住基カードをはじめとする機能及び安全

性で十分認められているものをお持ちいただきます

と、窓口に申請し秘密鍵が入ってまいります。もう

一方の公開鍵は都道府県レベルに提供されてここか

ら電子署名の公開鍵証明書が知事の署名のもとで電

子データとして送られてきます、あるいは手渡され

ます。この証明書はカードの中にしまうことも可能

です。ある人が窓口に行って秘密鍵をもらうと同時

に、公開鍵の証明書が発行されて、LG－WAN経由

だと思いますがすぐに公開鍵がカードに入るのでは

ないかと思われます。

この証明書を持っている方はこれで電子署名がで

きるわけですが、資格認証の方は、属性証明機関な

いしは資格証明機関、例えば医師のような場合には

厚生労働省の管轄ですので、厚生労働省が責任をも

って自ら資格認証属性証明機関を作るか、何処かに

委ねるか、更にはアウトソースするということにな

ります。そこに対して、電子的に申請を致します。

これもインターネット経由で構いません。もらった

方は、住民の方の氏名・住所が公開鍵証明書によっ

て書かれ、本人の意志であることが電子署名によっ

て確認され、その結果、属性証明書送付機関は自ら

のデータベースと照合し、申請者が有資格者であれ

ば、無事、資格あるいは属性証明書を、電子的に発

行することになります。ここにもやはり属性証明機

関の長ないしは医師の場合だと、厚生労働大臣の署

名で発行されるはずです。この辺は色々な考え方、

やり方がありますが、電子的な証明書が出てくる。

その結果、この方は必要に応じて、本人の自然人と

しての署名と有資格者としての署名、その場合には、

秘密鍵で署名をし、公開鍵証明書で本人を署名し、

この証明書とのリンクによって資格を証明するとい

う形でやり取りができるようになるでしょう。もち

ろん属性証明機関から、ペアの鍵をもう1個発行する

方法もありえます。この辺は費用対効果によって決

まってくると思います。

スマートカードのインフラ化の目的は、ビジネス環境

を向上させることです。新規ビジネスを創出し、利便

性を向上していくためにも、スマート

カードは専用システムにしません。次

世代のスマートカードの機能としては

まず、マルチアプリケーションになっ

ています。安全性についてはファイア

ーウォール等様々な方式でその安全

性が確保され、更にその機能は第三

者によって確認をされるということで

す。民間利用のカードは必ずしもそ

うではないものもあるかと思います

が、公的分野で行政連携及び住民基

本台帳で使うものについては一定の

レベルをクリアした、認定されたカー

ドでないと利用できないということに

なります。更に非対称鍵暗号方式を

持っていること、非接触インターフェ

ースを有する事ということになります。

もちろん国際標準準拠でなければな
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りません。

スマートカードを用いたアプリケーションの運用の

仕方は、ニックスフレームワークと呼ばれるものです。

世界最先端の技術云々と書いてありますが、需要なこ

とはサービスの追加・削除、ソフトウェアのダウンロー

ド・削除等がPKIを用いてやられていること、更にそ

れによってオンイン・オフライン問わず、オンサイトで出

きるようになっていることです。

そして、そのPKIを使った相互認証はチップとチ

ップの間でもできるように作られているということ

です。ドライブのソフトウェアは正しい手順にしな

ければ、相互認証できませんので、フェイルセーフ

（fail－safe）からみれば、チップでも構わないという

ことになるわけです。

繰り返しになりますが、住基カードを手にした利

用者が、新たに自治体が許可したサービスを利用し

たいと思えば、サービス提供者の窓口でメンバーシ

ップが確認された後に、このカードを利用してサー

ビスを受けることが出きるということです。今まで

は、サービス提供の目的毎に、新しいカードが発行

されていました。カードにアプリケーションを追加

出きる、管理用の鍵が階層化して作られているとい

うのが大事なポイントであります。

おわかりの通り、サービスを追加するのは、この

サービス利用者とサービス提供者の了解によるもの

です。住民の側からみれば便利なカードになります

し、それからカード発行している自治体にとっては、

住民の満足だけでなく、サービス提供者がカードの

利用を選んでくれれば、カードの場所貸し代として

の費用の回収が可能になっていきます。こういった

仕組みは、自治体によって考え方が異なると思いま

すが、仕掛けとしてはこうなっています。サービス

提供者の方たちは、自らカードを発行する手間もな

く、更にはそのカードの費用を安い値段で相乗りさ

せてもらえる、安全性及び機能の高いカードが使え

るというわけです。

次に電子機器との接続を説明しましょう。ご案内

の通り情報家電と言う考え方が推進されています。

情報家電には冷蔵庫や洗濯機等の、白物家電もあれ

ば、様々なものがございます。更には住宅や自動車

のようなものも、それぞれがホームオートメーショ

ンの一部として、それぞれがインターネットに接続

されていくだろうと思われます。その時に、外出先

からもアクセスできるのは、便利な利用方法であり

ます。更に新しいソフトウェアのダウンロードによ

って、利用している製品の機能アップもできるよう

になります。万が一、製品に不具合が出たときには、

ソフトウェアの入れ替えを商品の回収なしでできる

というメインテナンス機能が可能です。それがリモ

ートメンテ、あるいはリモートサービスという言い

方になります。こういった効果が期待できますが、

インターネット接続ということは、ウィルスを流し

こまれるかもしれない、あるいは他の人がリモート

サービスシステムに入り込み、予期せぬいたずらを

するかも知れません。このことに関しては、やはり

安全確実な方策を検討したいと思います。

これが先程から言っている、安全性の確保のとこ

ろです。そのためには利用者と情報機器との相互認

証が必要です。必ず対等な立場でお互いに正当な接

続相手であることを確認するというのが基本になり

ます。この相互認証のためには、先程の住基カード

とCS（コミュニケーションサーバ）の間でやった、

相互認証と同じ仕掛けが使えます。重要なことは鍵

の配送です。すなわち、白物（情報）家電は、自分

で買って購入してはじめて本人のコントロール下に

おかれます。ですから鍵はプレインストールできな

いというのがわかります。もちろん量販店で自由に

購入出きるように、標準的な機器の認証方式にして

いただきたいと思います。機器の認証とは、その機

器が間違いなく自分が希望している、あるいは自分

がアクセスしようとしているものかどうか、これを

確実に行うことです。

こういった要求がどの程度の頻度で起きるのか、

登録し鍵を1回配送すればまたしばらく使えるように

なるのか、まだまだ検討の余地はありますが、少な

くとも鍵配送、登録、鍵の配送のための登録認証局

が必要になってきます。

この仕掛けが次世代のセキュアチップと管理シス

テムによって実現されます。この同じ仕掛けが、間

もなく日本において、公的な分野における住基カー

ドとして出てくるわけです。だからこそ、その技術

を民間にも開放し、更に使いやすい世界を作ろうと

いうのが今の構想であります。

今、機器の認証方法をご説明しました。デジタル

の世界では当然のことでありますが、機器を認証す

るにも特定のための機器のID番号、その機器の正当

性を確認するための暗号鍵という、どちらもデジタ

ルデータが必要になります。これは、情報家電等の

物理的な物についている必要は特になくて、デジタ

ル情報そのものに対しても、同じやりかたが可能に

なってまいります。暗号化に対するレベルとか別の

手段も必要になりますが、論理的なあるいは体系だ

った利用方法としては、機器でもデジタルデータで

は同じ「かたち」になります。

そこで知財の中でも重要な課題になっている著作

物の流通について考えてみたいと思います。

現在日本の権利関係では著作権法は法的にほぼ完

備していて、これ以上手が打てないと言われており

ます。東南アジア等諸外国ではまだこの著作物に対

する権利を認めていない国もございますので、特許

についても同じですが、この辺は十分な配慮をしな

ければなりません。そうは言っても内政干渉するわ

特集　IT Cityの推進
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けにいきませんし、国際ルールのもとで彼らも知財

に対する十分な保護をしていただきたいということ

かと思います。

一方デジタル情報はご存知の通り、コピーしても

劣化しないという最大の特徴をもっています。この

特徴を維持して何等かの形で安心して、利用者・権

利者の双方が満足した形でなんとか、この情報の流

通を図りたいと思います。

幸いにして、人の認証はできるようになります。

更にその人の、オンラインによる、あるいは意思を

明確にするための電子署名も間もなく整備されます。

そうなると、このデジタルデータの購入という本質

は、一種のデジタルデータの属性情報になります。

物を買ったという属性情報で表されるということで

す。法定資格ほどではありませんが、属性のやり方

もわかっています。

従って、登録認証局が設置されれば、知財著作物

であるコンテンツ等に対しては権利者に対して、利

用者が費用を払うことで利用の許諾を受けた、その

許諾が正当に受けている人かどうかを電子空間で保

証・確認することによって、可能性が出ることがわ

かります。コピーされたときに、それが不当なやり

かた、不正行為であれば法的な対応が可能です。も

ちろん例えば「電子すかし」という技術を使う話も

ありますし、そういった防御方法も考えておく必要

もあります。機器・メディアに対してコピー防止機

能をかける方法もあります。デジタル署名によって、

コピー防止機能もダイナミックなコントロール下で

の対応が可能になる場合が予測されます。これは便

利な方式です。普段は、コピーもなんでも自由です

が、ある契約のもとにおいては、コピーができなく

なっている。その安全性を両者、すなわち権利者及

び利用者の両方が信用する第三者によって守られる。

これが認証ビジネスになると予測している理由です。

このようにセキュアチップを使えば、ニックスフ

レームを拡張することで、家電製品やコンテンツ等

の利用・流通に対応できそうだというのが見えてま

いります。この図は、電子機器にセキュアなチップ

が入っていて、製造者は出荷時にリモートサービス、

リモートメンテのための鍵を入れ込むということに

なります。

機器を購入するときには、利用者が登録認証セン

ターに対して私がこの機器を買いましたと登録する

ことで相手確認がされ、その該当機器に必要な情報

が書き込まれます。その時に、製造者キーと機能を

コントロールするための鍵、あるいは保証するため

の鍵、更には所有者である人を特定するための鍵、

ここにはスペースの関係で書いていませんが、利用

者の鍵、こういったものが組み込まれます。

これもマルチアプリケーションであることは、す

ぐに見てわかります。そして、最後に本人にアクセ

スキーが渡ります。これで、ひとたびセットされま

すとインターネット経由で、機器と本人との直接の

相互認証によって、コミュニケーションが開始され

るというものです。

更にコンテンツを買う場合には単に購入という行

為は使用許諾の登録だけになります。言い方を変え

ますとこの方式では音楽や映像などのための円盤

（媒体）は不要であるということです。ただ、そうは

言ってもすぐ全部がこの方式になるとは思いません。

CDやDVDの（コンテンツ）販売店の良さというの

はまた別にありますから、そこはすみ分けだろうと

思います。

購入登録がされますと、購入者は利用する際の本

人登録を申し込みます。そうすると、この人が誰か、

それからその人の許諾を確認した上でセンターに配

信要求をします。多分、この登録認証センターは今

の認証業務と同じくらい、あるいはそれ以上の社会

的な信用を得る必要があるかもしれません。この辺

は今後の議論になると思います。

コンテンツデータセンターは指定されたところに

対してデータを提供します。この時にアクセス、す

なわちこの機器の機能は登録認証センターのブラン

チと様々な形でダイナミックにコントロールされる

ことが予測されます。音楽の場合はリモートで聞く

人はいないと思いますが、コンテンツの再生はこの

キーによって、ボタンを押すと音が出てくる、こう

いったやり方があるだろうと思うわけです。

以上のことをまとめますと、インターネット経由

でのアクセスコントロールには機器及び両者の相互

認証が有効となります。相互認証用には、認証鍵の

配送が必須であって、スケーラビリティーを考えれ

ば、当然PKIの利用となります。相互認証を確実に

行うには、機器と利用者の登録が必要です。利用者

というときの基本は自然人としては、公的個人認証

サービスを使う方法もありますし、民間の認証局も

考えられます。

ただ、絶対に必要なのは、人・もの・コンテンツ

全てが登録されていなければ特定はできないという

ことです。更に、登録削除、鍵の配信などを行う登

録局が必要で、この技術はまさしくIT装備をはじめ

として、経済産業省の支援によって作られてきた技

術です。それが間もなく住民基本台帳カード、それ

から行政連携カードとして、世の中に広がっていく

可能性を持つスマートカードの中にあるセキュアチ

ップとその管理運用システムによって実現されそう

だということです。

ここは最初に申し上げましたように、日本がアド

バンテージを取っている部分です。まさに自由と安

全を守られる電子空間が作られるということからも、

我が国にとって非常に重要な戦略の位置づけができ

るのではないかと思うのです。そのためにも、認証
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ビジネスを新しい形で展開していこうと思います。

かつてアメリカにおいて日本車や日本の半導体が得

た評判のように、「最高の品質のものは、日本製であ

る」というのがございました。車は安全・安心だか

ら使える。砂漠の中を一人で走っていて、壊れたら

殆ど死と直面します。そのような時に、故障の多い

アメリカ車には乗りたくなかったという気持ちはよ

くわかります。同じことで、今後インターネットに

接続される電子機器は、ニックスフレームワークと

は言いませんが、セキュアチップが入っていること

で安全性が確保され、認証局によって我々の安全や

権利が保障されるというのを作り上げていったらど

うでしょうか。きっと今よりも楽しい世界が、あと5

年くらいの間には花を開きはじめると思うわけです。

以上で私が申し上げる、生活を変える、そのきっ

かけとしてのスマートカードの現状、それから将来

への一つの流れをご説明させていただきました。今

後益々この分野が発展するのを私も祈念するもので

ございます。

ご静聴ありがとうございました。

（文責：IT装備都市研究事業推進室）


